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め
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今
回
、『
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
カ
ン
パ
ニ
ー
を
活
用
し
て
、
不
動
産
投
資
を
し
よ
う
！
』
の
新
税
制
対
応
版

を
出
版
さ
せ
て
い
た
だ
く
に
あ
た
り
、
第
一
弾
書
籍
を
た
く
さ
ん
の
読
者
の
方
々
に
お
読
み
い
た
だ
け
た

こ
と
と
、
実
際
に
数
多
く
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
カ
ン
パ
ニ
ー
の
設
立
の
お
手
伝
い
が
で
き
た
こ
と
に
深
く
感

謝
申
し
上
げ
ま
す
。

第
一
弾
書
籍
の
出
版
か
ら
約
３
年
間
が
経
過
し
た
現
在
、
安
倍
首
相
の
指
示
で
、
法
人
減
税
が
経
済
財

政
運
営
の
基
本
方
針
（
骨
太
の
方
針
）
に
織
り
込
ま
れ
た
よ
う
に
、
現
在
35
・
64
％
（
東
京
都
の
場
合
）

の
法
人
税
率
は
20
％
台
を
目
指
し
て
引
き
下
げ
の
方
向
に
動
い
て
い
く
こ
と
は
間
違
い
な
い
よ
う
で
す
。

優
良
な
法
人
が
集
ま
る
と
雇
用
が
生
ま
れ
、
雇
用
が
生
ま
れ
る
と
、
消
費
が
生
ま
れ
る
わ
け
で
す
か

ら
、
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
の
中
で
は
「
低
い
法
人
税
率
」
も
優
良
な
法
人
を
集
め
る
競
争
力
と
な
る
わ
け
で

す
ね
。

そ
の
穴
埋
め
と
し
て
、
消
費
税
や
、
比
較
的
国
民
の
理
解
を
得
や
す
い
、
高
額
所
得
者
へ
の
所
得
税
、

資
産
家
に
相
続
が
発
生
し
た
場
合
の
相
続
税
な
ど
は
税
率
ア
ッ
プ
の
方
向
に
動
い
て
い
き
そ
う
で
す
。

今
後
、
所
得
税
、
住
民
税
、
復
興
税
を
あ
わ
せ
る
と
最
高
税
率
56
％
に
も
な
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
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